
【新型コロナウイルス感染症行動フロー（議員本人が体調不良）】 

 

体調の異変  風邪の症状、高熱、倦怠感、呼吸困難 

 

※登庁しないこと 

 

対 処   かかりつけ医又は船橋市新型コロナウイルス感染症相談 

センター（047-409-3127）へ相談 

 

 

 

対 応   船橋市新型コロナウイルス感染症相談センター・医療機関の 

       指示により受診・ＰＣＲ検査要否（抗原検査含む） 

 

 

 

       検査実施               検査未実施 

 

      議会事務局等へ連絡（下表参照）     自宅療養 

                                                         

（回復後）復帰 

 

  結果判明   陰性     陽性 

 

 

         議会事務局へ連絡   本会議中であれば、必要に応じて 

議会運営委員会にて対応を協議 

 

        自宅療養    入院等の措置 

                ※発症日の２日前以後の行動記録を提出 

             

（回復後）復帰  

 

【連絡先】 

〇平日日中       ０４７－４３６－３０１２ （議会事務局庶務課） 

〇土日祝祭日／平日夜間 ０９０－２４５６－２１５９（議会事務局長） 

０９０－１６６０－９７１２（庶務課長） 


